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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転機系発電機を備える分散型電源の負荷追従運転によって商用系統への負担を軽減す
る分散型電源の自立運転システムであって、
　前記商用系統の異常を検出した場合に、異常検出信号を出力する系統異常検出手段と、
　前記系統異常検出手段から前記異常検出信号が入力された場合に前記商用系統の電力供
給を遮断する遮断器と、
　前記遮断器が遮断状態になったことを検出した場合に遮断器状態信号を出力する状態検
出手段と、
　前記遮断器状態信号が入力された場合に、電力供給を開始することにより、前記遮断器
によって商用系統の電力が遮断されてから前記回転機系発電機が自立運転制御の運転に移
行するまでの間の負荷変動を補償する蓄電装置とを有し、
　前記異常検出信号及び前記遮断器状態信号は、前記回転機系発電機に制御系信号を伝送
する信号線より高速な信号線によって伝送されることを特徴とする分散型電源の自立運転
システム。
【請求項２】
　前記系統異常検出手段から異常検出信号を受信すると前記自立運転システムを連係運転
から自立運転へ移行する制御手段を有し、
　前記系統異常検出手段は、前記異常検出信号を前記高速な信号線によって前記遮断器に
出力するとともに、前記制御手段に前記高速な信号線よりも低速な信号線を介して出力し
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、
　前記遮断器状態信号は、前記制御手段を介することなく前記蓄電装置に伝送されること
を特徴とする請求項１に記載の分散型電源の自立運転システム。
【請求項３】
　前記蓄電装置は、前記遮断器状態信号が入力された場合に、自己の供給電力量を計測し
、計測した供給電力量に基づいて、予め決められた制御値になるように運転制御を行うこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の分散型電源の自立運転システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分散型電源の自立運転システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、分散型電源の負荷追従運転によって商用系統への負担を軽減する「マイクログリ
ッド」への取り組みが活発化している。マイクログリッドの思想を取り込んだ分散型電源
によるエネルギー供給システム（以下、単にマイクログリッドという）では、通常時は系
統連系により商用系統からの買電量が一定となるように発電量を制御する連係運転を行い
、停電等の非常時はマイクログリッド系統内に高品質な（電圧・周波数の変動が小さい）
電力を供給する自立運転を行う負荷追従運転が求められている。
【０００３】
　建物の利便性を考慮すると、停電等の非常時に連系運転から自立運転へ高品質な電力供
給を保ったまま無瞬断で移行するシステムを構築することが望ましい。これにより、例え
ばコンピュータのような電力品質（電圧・周波数の変動）に比較的敏感な機器を含め、マ
イクログリッド系統内では外部の停電の影響を全く受けることなく建物の継続運用が可能
となる。
【０００４】
　連系運転から無瞬断で自立運転へ移行する先行技術として、特許文献１や特許文献２等
に記載の無瞬断自立移行発電システムが知られている。このシステムを図３を参照して簡
単に説明する。このシステムは、回転機系発電機６と燃料電池７の２種類の電源構成とな
っており、計測器３１、４１、５１、６１、７１によって計測された計測データや制御部
１から出力される制御信号の通信には例えばアナログ信号線のような高速な信号線を利用
している。
【０００５】
　自立運転時は回転機系発電機６を定電圧制御とすることにより、マイクログリッド系統
内の電圧変動の抑制を行う。回転機系発電機６の定電圧制御は、負荷３、４、５において
高速な負荷変動があった場合、供給電力の電圧が変動してしまうため、このシステムでは
燃料電池７を用いて高速な負荷変動補償を行い、回転機系発電機６には非常に緩やかな負
荷変動のみを補償させることで、供給する電力の電圧変動を抑制している。また、自立運
転移行は、商用系統２の異常を検出する系統異常検出部９の検出信号を遮断器８へ高速な
信号線で送信するともに、各電源（回転機系発電機６と燃料電池７）に対して制御部１を
経由して高速な信号線で制御信号を送信することにより、遮断器８の開放と各電源の自立
運転時の制御への移行を瞬時に行うことで無瞬断化を実現している。
【０００６】
　ただし、図３に示すシステム構成においては、全ての信号の受け渡しに高速信号線を使
用しているため、信号線の埋設費用等のコストアップになるという問題を有している。こ
のような問題を解決するために、図３のシステム構成の変形例として、例えばＬＡＮ回線
のような既存の低速な信号線を利用したシステム構成が考えられる。図４に示すように、
系統異常検出部９と遮断器８との信号線Ｓ１のみを高速な信号伝送を行うことができる信
号線とし、他の信号線に低速の信号線を用いることで、信号線の埋設費用等のコストアッ
プを抑制することが可能となる。
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【特許文献１】特開２００２－１３５９８２号公報
【特許文献２】特開２００２－１７１６７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１、２に示す無瞬断自立移行発電システム装置（図３）にあっ
ては、自立運転移行時において、燃料電池の運転モードを定電力制御から定電圧制御へ切
り替えて系統電圧の維持のみを行う制御であるため、自立運転時のマイクログリッド系統
周波数の維持が困難であるという問題がある。また、電源となる回転機系発電機と燃料電
池は双方ともに発電原理に起因した発電最低出力が存在するため、自立運転時のマイクロ
グリッド系統内の負荷合計値が各発電機の最低出力合計値以下の場合は電力供給が停止し
てしまうという問題もある。
【０００８】
　また、図４に示すシステム構成のように、既設の低速な信号線としてＬＡＮ回線を用い
た場合、データの収受には数秒オーダーの時間遅れが生じるため、自立運転中に、低速な
信号線による時間遅れにより数秒オーダー以下の高速な負荷変動に対しては燃料電池が補
償することができず、供給電力品質が悪化してしまうという問題もある。また、自立運転
移行時、遮断器潮流によっては低速な信号線による時間遅れの間に回転機系発電機が補償
する負荷がステップ状（非常に高速）に変動し、電力品質が悪化してしまうという問題が
ある。
【０００９】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、分散型電源の自立運転移行時の瞬
断を発生させることなく、供給電力品質を維持することができる分散型電源の自立運転シ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、回転機系発電機を備える分散型電源の負荷追従運転によって商用系統への負
担を軽減する分散型電源の自立運転システムであって、前記商用系統の異常を検出した場
合に、異常検出信号を出力する系統異常検出手段と、前記系統異常検出手段から前記異常
検出信号が入力された場合に前記商用系統の電力供給を遮断する遮断器と、前記遮断器が
遮断状態になったことを検出した場合に遮断器状態信号を出力する状態検出手段と、前記
遮断器状態信号が入力された場合に、電力供給を開始することにより、前記遮断器によっ
て商用系統の電力が遮断されてから前記回転機系発電機が自立運転制御の運転に移行する
までの間の負荷変動を補償する蓄電装置とを有し、前記異常検出信号及び前記遮断器状態
信号は、前記回転機系発電機に制御系信号を伝送する信号線より高速な信号線によって伝
送されることを特徴とする。
【００１１】
　本発明は、前記系統異常検出手段から異常検出信号を受信すると前記自立運転システム
を連係運転から自立運転へ移行する制御手段を有し、前記系統異常検出手段は、前記異常
検出信号を前記高速な信号線によって前記遮断器に出力するとともに、前記制御手段に前
記高速な信号線よりも低速な信号線を介して出力し、前記遮断器状態信号は、前記制御手
段を介することなく前記蓄電装置に伝送されることを特徴とする。
【００１２】
　本発明は、前記蓄電装置は、前記遮断器状態信号が入力された場合に、自己の供給電力
量を計測し、計測した供給電力量に基づいて、予め決められた制御値になるように運転制
御を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、商用系統からの電力供給が遮断された場合に、高速な負荷追従が可能
な蓄電装置によって電力供給を開始することにより、商用系統の電力が遮断されてから回
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転機系発電機が自立運転制御の運転に移行するまでの間の負荷変動を補償するようにした
ため、分散型電源の自立運転移行時の瞬断を発生させることなく、供給電力品質を維持す
ることができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態による分散型電源の自立運転システムを図面を参照して説明
する。図１は同実施形態の構成を示すブロック図である。この図において、図４に示すシ
ステムと同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。この図に示す自立運転
システムが図４示すシステムと異なる点は、燃料電池７に代えて、最も高速な負荷変動補
償を行う蓄電装置（例えば、電気二重層キャパシタ）１０と数秒オーダー以上（中速）の
時間間隔で制御を行う蓄電装置（例えば、ニッケル水素電池）１１の２種類の蓄電装置と
、遮断器８の状態を検出する状態検出部８１を設け、制御部１が３台の電源（回転機系発
電機６、蓄電装置１０及び蓄電装置１１）の運転制御を行うようにした点である。
【００１５】
　次に、図１を参照して、図１に示す自立運転システムの動作を説明する。まず、系統異
常検出部９は、商用系統２が供給する電力を監視し、商用系統に異常が検出された場合、
異常検出信号を遮断器８と制御部１へ送信する。このとき、遮断器８へ送信する異常検出
信号Ｓ１を伝送する信号線は、高速の信号線を用いる。遮断器８は、異常検出信号Ｓ１を
受信すると、商用系統を遮断する（スイッチを開放する）。また、制御部１は、異常検出
信号を受信すると、自立運転へ移行する。制御部１は、自立運転時において、計測器３１
、４１、５１が出力する負荷３、４、５それぞれの負荷変動計測データと、計測器６１、
１０１、１１１が出力する回転機系発電機６、蓄電装置１０及び蓄電装置１１の供給電力
計測データに基づいて、３つの電源（回転機系発電機６、蓄電装置１０及び蓄電装置１１
）の運転制御を実施する。このとき、計測データの伝送と運転制御信号の伝送は低速の信
号線を用いる。
【００１６】
　一方、状態検出部８１は、遮断器８が遮断状態（スイッチ開放状態）になったことを検
出すると、遮断状態になったことを示す遮断器状態信号を高速の信号線を経由して直接（
制御部１を介すことなく）蓄電装置１０へ送信する。これを受けて、蓄電装置１０は、自
立運転時の電力の供給の運転制御を開始する。自立運転時において、蓄電装置１０は、計
測器１０１の計測結果を高速な信号線により自己の供給電力量の計測データを受信し、こ
の計測データをもとに予め決められた制御値になるように自己（蓄電装置１０）の運転制
御を行う（以下、この運転制御をローカル追従制御という）。これにより低速な信号線に
よる時間遅れを解消し、高速な負荷変動を補償することが可能となる。
【００１７】
　このように、蓄電装置１０は状態検出部８１からの遮断器状態信号を高速な信号線で受
信したことを受けて自立運転時の制御へ高速に移行することにより回転機系発電機６や蓄
電装置１１が自立運転時の制御に移行するまで間（低速な信号線による時間遅れの間）の
非常に高速な負荷変動を補償することが可能となる。
【００１８】
　なお、蓄電装置１０における自立運転制御開始時の初期演算時間による時間遅れを防止
するため、制御部１は、連系運転中にバックグラウンドで自立運転モードに移行した場合
の制御値を常に演算しておき、蓄電装置１０に対して所定のタイミングで送信しておくよ
うにしてもよい。
【００１９】
　また、図１においては、蓄電装置１０、１１がそれぞれ１台ずつの場合のシステム構成
を示したが、蓄電装置１０、１１はそれぞれ複数台数備えていてもよい。また、蓄電装置
１１は省略し、蓄電装置１０のみのシステム構成としてもよい。
【００２０】
　次に、図２を参照して、本発明による自立運転移行時の電力品質について説明する。図
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ル水素電池４００ｋＷｈ、蓄電装置１０としては電気二重層キャパシタ１００ｋＷ×充放
電２秒を利用した場合の自立運転移行時の１秒周期の測定結果を示している。ここで、ガ
スエンジン（回転機系発電機６）とニッケル水素電池（蓄電装置１１）はＬＡＮ回線を介
して制御部１からの制御を行い、電気二重層キャパシタ（蓄電装置１０）はローカル追従
制御を行った。本発明による自立運転システムでは自立運転移行直後を含めた自立運転時
の電圧変動は本測定時の制御目標値である６．６ｋＶに対して１％以下、周波数変動は制
御目標値の５０Ｈｚに対して±０．１Ｈｚと非常に高品質な電力供給を実現することがで
きる。
【００２１】
　以上説明したように、回転機系発電機６を定電圧定周波数制御で運転することで、マイ
クログリッド系統内の電力品質（電圧・周波数双方）の維持を行うとともに、充電するこ
とで電力の一時的な蓄積が可能な蓄電装置１０、１１を利用しているため、自立運転時に
おいてマイクログリッド系統内の負荷合計値が回転機系発電機６の最低出力以下となった
場合についても電力供給を維持することが可能となる。この本発明によるマイクログリッ
ドの自立運転中の制御方法と自立運転移行制御方法を用いることにより、自立運転移行時
を含めて高品質な電力供給を継続的に行うができ、この結果、万一の停電等の異常の際、
マイクログリッド内施設への影響を防止することが可能となる。また、系統異常検出部９
から遮断器８までと、遮断器８から蓄電装置１０までと、計測器１０１から蓄電装置１０
までの信号線を高速通信が可能な信号線を用い、その他の信号線にＬＡＮ回線等の低速な
信号線を用いるようにしたため、信号線の埋設費用等のコストアップを抑制することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明による自立運転システムの電力品質の一例を示す説明図である。
【図３】従来技術による自立運転システムの構成を示すブロック図である。
【図４】図３に示す自立運転システムの改善策を講じたシステム構成を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
【００２３】
　１・・・制御部、２・・・商用系統、３、４、５・・・負荷、６・・・回転機系発電機
、８・・・遮断器、８１・・・状態検出部、９・・・系統異常検出部、１０・・・蓄電装
置（高速）、１１・・・蓄電装置（中速）、３１、４１、５１、６１、１０１、１１１・
・・計測器
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